
いかに ISO26000を個別組織に導入するか
『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

髙 巖*

はじめに

『社会的責任に関する手引』（以下、

ISO26000あるいは同規格と略す）は、「様々

な組織」が同規格を活用することにより、社

会的責任の実践を促し「社会の持続可能な発

展に貢献すること」を目的とする1）。

筆者は、2002年末から2004年 5月まで、

ISO高等戦略諮問会議のメンバーとして「社

会的責任規格を作成すべきかどうか」の議論

に参加した。この会議における議論は堂々巡

りを繰り返し、度々、出口の見えない袋小路

に迷い込んだ。最終的に時間切れとなり、

2004年 5月、戦略諮問会議は妥協案を ISO

の意思決定機関である TMBに提出したが、

筆者個人としては「規格の作成を始めたとし

ても、途中での放棄は十分あり得る」と感じ

ていた。ISO26000を作成するということは、

当時、それほど困難なチャレンジと思われた

のである2）。

これを乗り越え、規格は、2010年11月、

ISO26000として正式に発行された。背景に

は、2004年以降の作成作業に取り組んできた

エキスパートたちの並々ならぬ苦労と献身的

努力があった。麗澤大学は、エキスパートた

ちのこの貢献を高く評価し、また「それに報

いるべき」と考え、2010年 9月、ISO26000

の積極活用を機関決定した3）。

Ⅰ. 麗澤大学における取り組みの流れ

麗澤大学における規格を巡る活動は図表 1

の通りである。その開始は2008年11月に遡る。

2008年に入ると、ISO26000を巡る世界の議

論は収束し始めた。このため、同年 9月頃に

は、筆者も「どうすれば、組織に ISO26000

をフルセットで導入できるのか」といった問

いをたてるようになっていた。ISO26000の

導入では、いくつかの推奨事項を選び出し、

つまみ食い的に取り組むことも可能であるが、

それでは規格本来の趣旨に沿うことにならな

い。では、どうすれば、ISO26000をフル

セットとして組織に導入できるのか。答えは

簡単には出なかった。

― 1 ―

＊ 麗澤大学教授

1）『Guidance on social responsibility社会的責任に関する手引』（英和対訳版）ISO26000: 2010, p. 1および p. vi。なお、

社会的責任と持続可能な発展との関係は、同『手引』p. 9を参照されたい。

2） 高等戦略諮問会議における意見の対立点などは、髙 巖『誠実さを貫く経営』（日本経済新聞社）pp. 277〜286に

詳しい。また、髙 巖「ISO26000をいかに活用するか：麗澤大学におけるチャレンジ」『Safety Eye』第45号、2011

年でも紹介している。

3） 麗澤大学学長の中山理教授は、規格の発行に先立ち、麗澤大学として ISO26000を活用することを宣言した。中山

学長の建学の理念に対するコミットメントとリーダーシップがこれを可能にしたことを明記しておきたい。なお、麗

澤大学が活用を決定した理由の詳細については、同様に「ISO26000をいかに活用するか」『Safety Eye』第45号、

2011年を参照されたい。

Reitaku International
Journal of Economic Studies
Vol.20, No.1, March 2012



しかし、ISO26000の内容を読み進むうち

に、徐々にではあるが、社会的責任とマネジ

メント態勢の関係を動態的かつ整合的に捉え

られるようになっていった。そして、2010年

夏、 1つの結論にたどり着いた。それを文書

化したのが本稿に添付された『麗澤大学・

ISO26000管理一覧』である。同文書の作成

には約 9ヶ月（2010年 7月〜2011年 3月）を

要したが、それは文書化と同時に、組織の態

勢も整備する必要があったからである。

以下、なぜ『ISO26000管理一覧』の作成

が「フルセットでの導入になるのか」を説明

したい4）。

Ⅱ. ISO26000の全体構成

本稿の目的を果たすには、まず ISO26000

という規格の全体構成を確認する必要がある。

その概略は以下の通りである。

第 1章では、適用範囲を整理し、第 2章で

は、用語や定義を規定する。そして第 3章で

は、社会的責任を巡る歴史や現状を確認する。

ここまでは、言わば「社会的責任を巡る前提

の整理」となっている。

実践に係る内容は、それ以降ということに

なる。事実、附属書などを除く本論84ページ

のうち、第 3章までは僅か 9ページにとどま

るが、第 4章以降は75ページで、全体の約 9

割を占める。その意味で、第 4章以降の内容

こそが、ISO26000の実質的な部分となって

いる。

そこで、第 4章以降を見ていくと、すぐに

第 4章から第 6章（10〜68ページ）までの内

容と、第 7章（69〜84ページ）のそれが、大

きく異なっていることに気づく。第 4章では、

社会的責任に関する 7つの原則（いわゆる社

会的実践における判断基準）が取り上げられ、

第 5章では、各組織が社会的責任を認識する

必要とその実践にステークホルダー関与が不

可欠である点が述べられる。続く第 6章では、

社会的責任の 7つの中核主題とそこから派生

する具体的な課題が例示される。言わば、第

4章から第 6章では、実践における判断基準

や実践の内容が記されているのである。
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4） これは筆者がたどり着いた 1つの結論であるが、これは別の方法による対応を否定するものではない。むしろ、こ

こに『ISO26000管理一覧』を公表することで、別の対応法に関する議論などが起こることを期待したい。

図表 1 麗澤大学における取り組みの流れ

2008年11月 経済学部における取り組み（学長の理解と全面的支持により開始）

2008年11月〜

09年 4月

学生基点に立った実践教育プログラムの開発に着手

�排出権取引を組み込んだ未来型ビジネスゲームの開発

2009年 4月 経済学部における試験的実施

疑似体験を重視した教育を全学的に展開

2010年 3月〜

10年 7月

学生基点に立った実践教育プログラムの追加的開発に着手

�国際会計基準を先取りした IFRSビジネスゲームの開発

2010年 7月 7日 社会的責任推進（SR推進）グループを設置

「ISO26000管理一覧」の作成を開始

2010年 7月15日 経済学部教授会で ISO26000の積極活用を採択

2010年 7月22日 全学協議会で ISO26000の積極活用を採択

2010年 9月13日

2010年 9月〜

学長が ISO26000の積極活用を対外的に宣言（公式宣言）

社会貢献事業の一環として「国際ビジネスコース」を設計

2010年11月26日 社会的責任推進委員会（SR委員会）を設置

2011年 1月〜 ステークホルダーの特定とダイヤローグの開始

学友会、在学生、環境任意団体など

2011年 3月 7日

2011年 3月10日

SR委員会にて「ISO26000管理一覧」案を承認

「ISO26000管理一覧」（第 1版）の発行



これを逆に言えば、そこでは「組織として

いかに実践につなげるか」という方法論ある

いは具体的なステップは示されていないとい

うことである。それゆえ、最後の第 7章は、

マネジメント態勢への落し込みを意図した記

述となっている。第 7章のタイトルが「組織

全体に社会的責任を統合するための手引」と

なっているのは、まさにそのためである。

仮に「マネジメント態勢への落し込みに関

するステップ」が第 7章の内容であるとすれ

ば、各組織としてやるべきことは、結局「第

7章に列挙された『推奨事項』に注目し、そ

の 1つひとつに、漏れのないよう応えていく

こと」となる。

Ⅲ. いかに ISO26000を個別組織に

導入するか

しかし、その次に出てくる問いは「果たし

て第 7章の『推奨事項』に応えるだけで、第

4章から第 6章に展開された実践内容を組織

行動に反映させていると言えるのか」である。

批評家は「第 7章の推奨事項に絞って態勢整

備を進めれば、第 4章から第 6章の内容を無

視していることになる」「それでは、フル

セットの導入とは言えない」と指摘するかも

しれない。

麗澤大学は、こうした批判の可能性を念頭

に置きながらも、試験的に、組織態勢への落

し込みという作業を進めていった。その際、

第 7章の推奨事項を満たすため、何度も第 5

章や第 6章の内容を確認し、ISO26000文書

の上を行きつ戻りつした。その末の結論は

「第 7章の推奨事項を満たす形でマネジメン

ト態勢を整えていけば、ほぼ必然的に第 4章

から第 6章の内容を網羅することになる」で

あった。

図表 2は、第 7章の内容に沿って麗澤大学

の態勢を整備する中で浮かび上がった作業ス

テップである。特に 1）〜 9）までの各ステッ

プは、第 7章の推奨事項に沿うことで、自ず

と出てくる流れであった5）。

この流れから分かることは「ISO26000の

第 4章、第 5章、第 6章で展開された内容は、

これらステップの中に否応無しに反映され

る」という点である。

たとえば、ステークホルダー・エンゲージ

メント（第 5章）は、図表 2中のほとんどす

べてのステップで取り上げられる。2）では、

ステークホルダーを特定することが求められ、

5）では、ステークホルダー視点からの課題

絞り込みが要請される。7）8）9）では、パ

フォーマンスの測定尺度の決定や信頼性確保

にステークホルダー関与が推奨される。

また中核主題（第 6章）の確認は、3）お

よび 4）の各ステップで行われる。そこでは、

組織の活動領域との関係で中核主題の具体化

（課題への翻訳）が求められるわけである。

そして社会的責任における原則と判断（第 4

章）は、5）の課題を特定する際にも、9）の

いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って
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5） 10のステップは ISO26000の中で明記された具体的な手順ではない。誤解のないよう注記しておく。

図表 2 マネジメント態勢に落し込むための10のステップ

1）トップがコミットメントを表明する

2）組織の活動領域とステークホルダーを特定する

3） 7つの中核主題毎に課題を列挙する

4）活動領域と 7つの中核主題（課題）との関連を整理する

5）ステークホルダーの視点から課題を絞り込み、それに優先順位をつける

6）課題への取り組みを推進する所管部署を決定する

7）取り組みの進捗状況（パフォーマンス）を把握するための方法を決定する

8）進捗状況に関する記録やデータの信頼性を高める

9）進捗状況を踏まえ問題点を改善し、必要に応じて課題そのものを見直す

10）以上の流れを『ISO26000管理一覧』にまとめる



行動改善を進める際にも、重要な羅針盤（説

明責任、透明性、ステークホルダーの利害の

尊重など）として機能することになる。

Ⅳ. 『ISO26000管理一覧』の位置づけ

上記の解釈に基づき、筆者は「第 7章の推

奨事項に忠実に応えていくこと」が「個別組

織における ISO26000の実践・導入にあたる」

と理解した。つまり「第 7章が求める推奨事

項に忠実かつ厳格に応えることで、第 4章か

ら第 6章までの要求に応えることができる」

と解釈した。その上で最後に出てくる問いは、

「では、どう対応すれば、推奨事項に忠実に

応えていると言えるのか」であった。

ISO26000はマネジメントシステム規格で

はないが、社会的責任を組織の行動パターン

に落し込むには、どうしても活動を担保する

「組織内規程」（マニュアル）を作成する必要

がある。これ無くして「ISO26000の推奨事

項に忠実に応えている」とはとても言えず、

また意思決定構造やステークホルダー対話の

手順を定めることなく、組織が一貫した行動

をとることは非現実的だからである。それゆ

え、筆者は、図表 2における最後のステップ

として10）を追記した。

以上を前提として、麗澤大学では「組織内

規程」を『ISO26000管理一覧』と名付け、

これを「組織への社会的責任統合」における

基幹文書と位置づけた。当然、麗澤大学の

『管理一覧』は、今後、自組織での取り組み

を通じて、また関係者の助言やステークホル

ダーからの提案を受け、改訂されていくこと

になる。その意味で、本稿に添付された

『ISO26000管理一覧』は固定的なものではな

い。変化を続けるという意味で、それは、途

上の文書と言えるかもしれない。

ただしかし、たとえ途上文書であったとし

ても、筆者は、麗澤大学におけるこれまでの

経験を公表することで、「持続可能な社会の

構築に取り組む他組織」の一助になると考え、

『ISO26000管理一覧』（第 1版）を開示する

こととした。

規格作成に取り組んできたエキスパートた

ちが望むところは、規格が活用され、事実と

して持続可能な社会の構築が進むことにある。

『麗澤大学・ISO26000管理一覧』の公表によ

り、僅かでも ISO26000を積極活用する組織

が増え、社会の実態が変わることを期待した

い。

追 記 『麗澤大学・ISO26000管理一覧』の作成・

発行にあたり、麗澤大学社会的責任推進グルー

プ・メンバーの協力は欠かせなかった。特に学校

法人廣池学園の生方 亨氏と江森 靖氏の規格導入

に対する情熱と貢献、公益財団法人モラロジー研

究所の村上 豊氏の企画力と行動力に幾度も助けら

れた。また麗澤大学企業倫理研究センターの寺本

佳苗客員研究員（専門は企業倫理）、麗澤大学経済

学部の倍 和博教授（専門は CSR会計）、首藤聡一

朗准教授（専門は経営戦略論）、中野千秋教授（専

門は組織文化と経営倫理）には、それぞれ専門の

立場より貴重な助言を戴いた。ここに記し謝意を

表したい。

（
受付 平成23年11月20日

校了 平成24年 2月19日）

Reitaku International Journal of Economic Studies

― 4 ―



麗澤大学

ISO26000管理一覧

麗澤大学社会的責任推進委員会

第 1版：2011年 3月10日



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 6 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 7 ―

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 8 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 9 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 10 ―

Overcoming the Problems Inherent in Cap & Trade Programs: Proposals for a New  

Emissions Trading System Based on the Experience of the Reitaku University Model 



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 11 ―

The Environment and Real-Estate Investment: Responsible property investing 

 



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 12 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 13 ―





いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 15 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 16 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 17 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 18 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 19 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 20 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 21 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 22 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 23 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 24 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 25 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 26 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 27 ―





いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 29 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 30 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 31 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 32 ―



いかに ISO26000を個別組織に導入するか『麗澤大学・ISO26000管理一覧』を巡って

― 33 ―



Reitaku International Journal of Economic Studies

― 34 ―

課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
優
先
順
位
の
決
定

73
40
-1
）
法
令
遵
守
、
国
際
規
格
等
に
関
し
、
組
織
は
ど
の
よ
う

な
状
況
に
あ
る
か

73
40
-2
）
あ
る
課
題
が
組
織
の
目
標
達
成
能
力
に
著
し
い
影
響
を

及
ぼ
す
か

73
40
-3
）
行
動
を
実
施
す
る
上
で
必
要
な
リ
ソ
ー
ス
と
比
べ
、
そ

の
行
動
に
よ
る
効
果
は
ど
う
か

•
教
育
支
援
活
動
に
お
け
る
「
消
費
者
課
題
」

　
学
生
基
点
の
徹
底
、
教
育
効
果
の
あ
が
る
環
境
の
提
供

•
大
学
市
民
活
動
に
お
け
る
「
環
境
」

　
温
室
効
果
ガ
ス
（
CO

2
換
算
）
排
出
の
把
握
と
削
減

　
キ
ャ
ン
パ
ス
を
中
心
と
し
た
自
然
環
境
の
保
全
と
美
化

73
40
、
５
つ
の
麗
澤
課
題

❶
　
学
生
基
点
に
立
っ
た
教
育
を
推
進
し
、

学
生
の
成
長
を
助
け
る
こ
と

❷
　
学
生
基
点
に
立
っ
た
窓
口
業
務
・
対

応
に
徹
す
る
こ
と

❸
　
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
を
図
る
こ
と

❹
　
環
境
の
美
化
・
保
全
に
努
め
る
こ
と

❺
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
貢
献
を
持
続
的
に
実

施
す
る
こ
と

•
教
育
活
動
に
お
け
る
科
目
の
充
実

•
教
育
支
援
活
動
に
お
け
る
「
消
費
者
課
題
」

学
生
基
点
に
立
っ
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
し
て

経
営
や
政
策
決
定
を
疑
似
体
験
さ
せ
る
た
め
の
実
践
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
開
発
・
実
施

資
格
取
得
を
念
頭
に
置
い
た
実
務
演
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
・

実
施
講
義
科
目
と
実
務
演
習
と
の
有
機
的
な
連
携
の
推
進
な
ど

73
40
-4
）
望
ま
し
い
結
果
を
得
る
た
め
に
か
か
る
期
間
は
ど
う
か

73
40
-6
）
容
易
に
そ
し
て
迅
速
に
実
施
で
き
る
か

•
教
育
活
動
に
お
け
る
改
善

•
教
育
支
援
活
動
に
お
け
る
「
消
費
者
課
題
」

学
生
基
点
に
立
っ
た
学
生
情
報
の
活
用
と
厳
格
な
管
理
、
苦
情

対
応

•
大
学
市
民
活
動
に
お
け
る
「
環
境
」

省
資
源
・
省
エ
ネ
の
徹
底

温
室
効
果
ガ
ス
（
CO

2
換
算
）
排
出
の
把
握
と
削
減

•
大
学
市
民
活
動
に
お
け
る
「
消
費
者
課
題
」

学
生
の
学
業
に
関
す
る
満
足
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

本
学
に
お
け
る
成
果
を
公
表
・
発
信
す
る
こ
と

他
人
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
持
っ
た
良
き
人
材
を
送
り
出
し
て

い
く
こ
と

•
大
学
市
民
活
動
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
参
画
・
発
展
」

教
育
機
会
の
提
供
や
図
書
サ
ー
ビ
ス
の
公
開

　（
高
大
連
携
、
図
書
館
開
放
な
ど
）

教
育
教
材
の
公
開
・
無
償
利
用
許
可

国
際
理
解
の
推
進（
光
ヶ
丘
商
店
会
と
の
協
働
イ
ベ
ン
ト
な
ど
）

大
学
施
設
の
開
放
や
教
育
支
援

政
策
形
成
や
意
思
決
定
へ
の
参
画
（
柏
市
政
策
支
援
な
ど
）

•
教
育
活
動
に
お
け
る
改
善

•
教
育
支
援
活
動
に
お
け
る
「
消
費
者
課
題
」

学
生
基
点
に
立
っ
た
学
生
情
報
の
活
用
と
厳
格
な
管
理
、
苦
情

対
応

•
教
育
支
援
活
動
に
お
け
る
「
環
境
」

環
境
へ
の
負
荷
軽
減
を
配
慮
し
た
教
育
施
設
の
整
備
・
管
理

排
出
量
計
算
や
取
引
な
ど
を
疑
似
体
験
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム

構
築

•
大
学
市
民
活
動
に
お
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
参
画
・
発
展
」

教
育
機
会
の
提
供
や
図
書
サ
ー
ビ
ス
の
公
開

教
育
教
材
の
公
開
・
無
償
利
用
許
可

国
際
理
解
の
推
進

政
府
・
地
方
自
治
体
の
政
策
形
成
や
意
思
決
定
へ
の
参
画
な
ど
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リ
ス
ク
把
握
と
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
大
枠

＜
発
生
し
得
る
事
象
＞

73
21
-7
）
特
異
な
状
況
の
下
で
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の

入
試
に
係
る
不
適
切
な
行
為
、
入
試
問
題
の
漏
洩
な
ど

在
学
生
に
よ
る
薬
物
使
用
や
暴
力
行
為
な
ど

留
学
生
に
よ
る
不
法
就
労
な
ど

教
員
に
よ
る
外
部
資
金
の
私
的
流
用
、
ア
カ
ハ
ラ
行
為
な
ど

教
職
員
に
よ
る
セ
ク
ハ
ラ
行
為
、
パ
ワ
ハ
ラ
行
為
な
ど

在
学
生
・
教
職
員
に
よ
る
飲
酒
運
転
・
交
通
事
故
な
ど

＜
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
な
事
象
＞

73
40
-5
）
速
や
か
に
対
処
し
な
か
っ
た
場
合
、
重
大
な
代
償
を
払
う

こ
と
に
な
る
も
の

•
教
育
支
援
活
動
に
お
け
る
「
人
権
」

身
体
的
・
精
神
的
な
障
害
を
負
っ
た
学
生
へ
の
配
慮

学
生
・
教
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア

ア
カ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措
置

•
研
究
支
援
活
動
に
お
け
る
「
公
正
な
事
業
慣
行
」

知
的
財
産
権
の
尊
重

競
争
的
資
金
の
適
切
な
利
用
と
正
確
な
報
告

使
用
目
的
に
即
し
た
個
人
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
研
究
費
の
執
行

利
益
相
反
の
回
避

78
00
、
73
10
-5
）

「
組
織
の
決
定
及
び
活
動
が
及
ぼ
す
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
に
対
処
す
る
た
め
の
適
切
な
行
動
」

•
事
前
の
対
応
と
し
て
次
の
委
員
会
な
ど
を
置
き
、
マ
イ
ナ
ス
情
報
の
収
集
と
リ
ス
ク
管
理
を
行
う

学
生
に
対
し
て
は

教
務
課
、
学
生
課
、
学
生
相
談
セ
ン
タ
ー
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
）、

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
、
学
部
執
行
部

留
学
生
に
つ
い
て
は
、
不
法
就
労
な
ど
の
法
令
違
反
が
な
い
よ
う
徹
底
す
る
こ
と

教
員
に
対
し
て
は

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
）、
公
益
通
報
者
保
護
委
員
会
、
学
部
執
行
部
、

教
員
倫
理
委
員
会

職
員
に
対
し
て
は

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
委
員
会
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
）、
公
益
通
報
者
保
護
委
員
会

•
事
後
の
対
応
と
し
て
、
次
の
委
員
会
な
ど
を
置
き
、
事
実
確
認
・
処
分
を
行
う

学
生
に
対
し
て
は

学
部
執
行
部
、
学
生
委
員
会
に
よ
る
確
認
と
指
導
・
処
分

教
員
に
対
し
て
は

教
員
倫
理
委
員
会
・
大
学
教
員
人
事
委
員
会
に
よ
る
事
実
確
認
・
処
分

職
員
に
対
し
て
は

人
事
委
員
会
に
よ
る
事
実
確
認
・
処
分

•
不
正
経
理
問
題
に
つ
い
て
は
、
財
務
部
、
監
査
ス
タ
ッ
フ
な
ど
が
監
査
を
徹
底
し
、
仮
に
不
正
が
あ
れ
ば
、

教
員
倫
理
委
員
会
が
事
実
確
認
・
調
査
を
行
い
、
処
分
案
お
よ
び
再
発
防
止
策
を
検
討
す
る
。
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SR課題マトリックス（大学活動

組織統治 人権 労働慣行 環境 公正な事業慣行

教育活動

主なステーク

ホルダーは、

①在学生

健全なガバナンス

についての教育。

科目としては、国

際協力、国際援助

技 術 論、NPO/

NGO論、企業法

務、ビジネスエ

シックスなど

人権意識を高める

ための教育の推進。

科目としては、国

際関係概説、社会

活動演習、社会活

動特別演習、ソー

シャルワーク、国

際法、人権と教育、

憲法、ビジネスエ

シックスなど

科目としては、企

業倫理、中国ビジ

ネス研究、企業法

務、人事労務、国

際人的資源論など

環境意識を高める

ための教育の推進。

科目としては、国

際ボランティア論、

国際ボランティア

演習、ボランティ

ア論、ヨーロッパ

地域観光論、環境

経済学、国際法、

マーケティング、

ビジネスエシック

スなど

公正な事業の必要性に

関する教育の推進。科

目としては、企業倫理、

貿易実務、経済法、企

業法務、国際会計基準、

ビジネスエシックスな

ど

教育支援活動

社会的責任の推進

を念頭に置いた協

議会、教授会、事

務局などの連携強

化、最良教育賞の

導入と推進

身体的・精神的な

障害を負った学生

への配慮、学生・

教職員のメンタル

ケア、苦学生への

教育支援、アカハ

ラ・セクハラ防止

措置など

より公正な人事考

課、教職員の労働

環境の改善、合理

的な人事異動や

ジョブ・ローテー

ション、将来を見

据えたスタッフの

育成、サービス提

供事業者との良好

な関係

環境への負荷軽減

を配慮した教育施

設の整備・管理、

排出権取引などを

疑似体験するため

のシステムの保

守・充実

予算の適正で効果的な

執行、正確な会計処理

とディスクロージャー

主なステーク

ホルダー

①在学生、⑥教員、

⑦職員など

①在学生、⑥教員、

⑦職員など

⑥教員、⑦職員、

⑩取引先など

①在学生、⑫自然

環境など

①在学生、④後援会、

⑥教員、⑦職員、⑨文

科省など

研究活動 経済社会総合研究センター、比較文明文化研究センター、企業倫理研究センター、言語研究

研究支援活動

研究戦略会議が研

究資金の配分方針

を決定し、それに

基づいて配分を実

施

研究予算の配分は、

その必要性と公平

さを重視（国籍、

性別、年齢などに

よる差別は行わな

い）

研究者の研究環境

の改善、学会参画

などへの支援

知的財産権の尊重、競

争的資金の適切な利用

と正確な報告、使用目

的に即した個人および

グループによる研究費

の執行、利益相反の回

避

主なステーク

ホルダー

⑥教員・研究者 ⑥教員・研究者な

ど

⑥教員・研究者、

⑧学会など

⑥教員・研究者、⑧学

会、⑨文科省など

大学市民活動

SR推進委員会 途上国における障

害者施設の訪問お

よびボランティ活

動など

省資源・省エネの

徹底、リサイクル

の徹底、温室効果

ガス（CO2換算）

排出の把握と削減、

キャンパスを中心

とした自然環境の

保全と美化など

高校生に経営の醍醐味

と社会的意義を理解し

てもらうためのイベン

トの実施など

主なステーク

ホルダー

①在学生、⑥教員、

⑦職員、⑬その他

⑪コミュニティ、

⑫自然環境など
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領域と中核主題・課題の整理) 2012. 02. 19現在

消費者課題 コミュニティ参画・発展 主な評価手段 所管部署

科目としては、現代中国入門、企業

法務、経済法、公共経済学、経営学

概論、マーケティング、ビジネスエ

シックスなど

持続可能な社会の構築に対す

る意識の醸成。科目としては、

言語・文化・コミュニケー

ション、異文化コミュニケー

ション研究、コミュニケー

ション論、レクリエーション

技術演習、多文化共生、多文

化社会研究、異文化研究、メ

ディア社会論など

授業評価アンケー

ト、学生代表との

対話

教務課

学生基点の徹底、教育効果のあがる

環境の提供（静寂な教育環境など）、

学生基点に立った学生情報の活用と

厳格な管理、苦情対応（授業評価や

改善意見などを活用した授業改善な

ど）。特に、学生基点に立った教育

上のチャレンジとして、①排出権取

引や IFRSを取り込んだ実践的な教

育プログラムの開発、②経営や政策

決定を疑似体験させるための教育改

善、③資格取得を念頭に置いた実務

演習プログラムの開発、④講義科目

と実務演習との有機的な連携の推進

など

学部おける道徳教育に関して

は、道徳科学教育センターが

教材を開発・教育内容の改善

を推進

授業評価アンケー

ト、学生生活アン

ケート（窓口毎評

価アンケート）

組織統治（総務課）、人権

（学生課、人事課）、労働慣行

（人事課）、環境（総務部）、

公正な事業慣行（経理課）、

消費者課題（教務課、総務

課 ）、コ ミ ュ ニ テ ィ 参 画

（ROCK、学長室）

①在学生、②高校生、③卒業生、④

後援会、⑨文科省など

①在学生、⑪コミュニティな

ど

センターなどが中心となって、 7つの分野にわたる研究を推進する 各自の業績など 各研究センター

大学として、SRに関するシ

ンポジウムや学会年次大会の

開催、研究成果の公表・公開

プラザ事務課

⑧学会、⑬その他

SRの最大の柱として、学生基点を

徹底すること、学生基点に立って教

育方法を開発・改善し、学生の理解

を促すこと、他人を思いやる気持ち

を持った人材を送り出していくこと、

学生の学業に関する満足度を向上さ

せること

教育機会の提供や図書サービ

スの公開、教育教材の公開・

無償利用許可、国際理解の推

進、地方自治体などの政策形

成や意思決定に参画すること

地域環境団体、施

設利用者などの意

見や評価

組織統治（ROCK、学長室）、

人権（国際交流課・外国語学

部担当教員）、環境（総務部）、

公正な事業慣行（経済学部担

当教員）、消費者課題（教務

課、総務課）、コミュニティ

参 画（ 図 書 館 事 務 課、

ROCK）

⑤就職先、⑪コミュニティなど ⑪コミュニティ、⑬その他
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